
 
国立国語研究所公印及び電子署名規程 

 

平成２１年１０月 １日 

国語研規程第３１号 

改正 平成２２年 ３月２９日 

改正 令和 ８年 １月１４日 

 

（趣旨） 

第１条 国立国語研究所で使用する公印については，人間文化研究機構公印及び電子署名規程（以下「機

構規程」という。）に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。 

 

（公印の作成，改刻及び廃止） 

第２条 公印を作成，改刻又は廃止しようとする場合は，所長の決裁を受けなければならない。 

 

（公印の種類及び寸法） 

第３条 公印の種類及び寸法は，別表のとおりとする。 

 

（公印管守責任者及び公印管守担当者） 

第４条 機構規程第９条第１項の公印管守責任者は，管理部総務課長とする。 

２ 機構規程第１０条第２項の公印管守担当者は，管理部総務課総務・企画係長とする。 

 

 （その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は管理部長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年３月２９日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和８年１月１４日から施行し，令和８年１月１日から適用する。 



別表（第３条関係） 

 

公 印 の 種 類 
寸 法 

（ミリメートル平方） 

国立国語研究所印 

国立国語研究所長印 

国立国語研究所運営会議議長印 

国立国語研究所管理部長印 

国立国語研究所課長印  

国立国語研究所センター長印 

大学共同利用機関法人人間文化研究機構長印〔認印〕 

30 

30 

23 

23 

20 

20 

25 

 

 

 



公印使用簿 

 

使用年月日 公印種別 記号及び番号 押印枚数 使用者の所属課・係・氏名 摘  要 
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